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１．くじの方法について

２．くじ用数値について

１）

２）

〔記載例〕

※数字は明確に記載してください。

３．くじ用順位について

例） ・同価格者が２者の場合、見積書の送信順に「０:ゼロ」、「１」
・同価格者が３者の場合、見積書の送信順に「０:ゼロ」、「１」、「２」

４．具体的な決定方法について

例） ・同価格者が２者の場合

例） ・同価格者が３者の場合

123＋4＋1＝128

"余り2"とくじ用順位が一致するので、
「◎◎工業」が契約の相手方となる。

128÷3者＝42 余り2
△△組 ¥500,000- 1 004

□□工業 ¥600,000- 999

◎◎工業 ¥500,000- 2 001

見積業者 見積額 くじ用順位 くじ用数値

○○工務店 ¥500,000- 0 123

"余り1"とくじ用順位が一致するので、
「△△組」が契約の相手方となる。

○○工務店

□□工業

△△組

¥500,000-

¥600,000-

¥500,000-

123

999

004

123＋4＝127

127÷2者＝63 余り1

0

1

くじ用数値

くじ用数値

　今回の見積徴取に際して、最低金額を提出した見積者（以下「同価格者」という。）が複
数あった場合、以下の方法により、契約の相手方を決定します。

　同価格者の「くじ用数値」の合計を同価格者数で除算し、余りの数値と「くじ用順
位」が一致する者を、契約の相手方とします。

く　じ　の　方　法

「くじ用数値」とは、見積書を提出される方が、任意に決定していただく「０：ゼ
ロ」から「９９９」の３桁の整数とします。なお、数値の記載等がない場合は「０：
ゼロ」として取り扱わせていただきます。

「くじ用数値」の機構へ対しての通知方法は、機構から送信（ＦＡＸ）した見積依頼
書の受信確認を機構に対して返信（ＦＡＸ）する際に記載してください。この場合、
機構から特に受信確認に用いる様式の指定がない場合は、通信欄などに下記のように
記載してください。

　「くじ用順位」とは、同価格者が機構に対して見積書を送信（ＦＡＸ）していただい
た順に、「０：ゼロ」から順に付番させていただく番号となります。

見積業者 見積額 くじ用順位

321


